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○広報かさおか広告掲載取扱要綱 

平成１８年１０月２７日 

告示第１７８号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は，笠岡市広告掲載規則（平成２２年笠岡市規則第１７号）第２条に規

定する広告媒体である広報紙の広報かさおかに掲載する広告の取扱いについて必要な事

項を定める。 

（掲載の位置） 

第２条　広告を掲載する位置は，広報かさおかの紙面のうち，市長が指定する位置とする。 

（広告の大きさ） 

第３条　広告の規格は，次のとおりとする。 

(1) １号広告　縦４．９センチメートル　横１７．３センチメートル 

(2) ２号広告　縦４．９センチメートル　横１１．４センチメートル 

(3) ３号広告　縦４．９センチメートル　横８．５センチメートル 

(4) ４号広告　縦４．９センチメートル　横５．６センチメートル 

（広告掲載料） 

第４条　掲載１回当たりの広告掲載料は，次のとおりとする。 

(1) １号広告　裏表紙　６０，０００円，裏表紙以外　３０，０００円 

(2) ２号広告　２０，０００円 

(3) ３号広告　１５，０００円 

(4) ４号広告　１０，０００円 

（広告の申込み） 

第５条　申込者は，広報かさおか広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しようとする広告

の見本を添えて，広告の掲載を希望する広報かさおかの発行予定日の４０日前までに市

長に提出するものとする。 

ただし，裏表紙に掲載する広告は，年度分を一括で募集するため，その募集期日まで

に申し込むものとし，この募集において広告の決定がない月については，他の広告と同

様に発行予定日の４０日前までに申込みできるものとする。 

（広告のデザイン） 

第６条　広告のデザインは，広報かさおかのデザインと調和がとれたものとし，市と広告

主との間で協議の上決定する。 

（審査及び決定） 
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第７条　市長は，第５条の申込書を受理したときは，速やかに掲載の可否を審査及び決定

し，広報かさおか広告掲載決定通知書（様式第２号）又は広報かさおか広告掲載不承認

通知書（様式第３号）により，申込者に通知するものとする。 

２　市長は，前項の審査及び決定を行うに当たり，必要があると認めるときは，笠岡市広

告審査委員会設置要綱（平成２２年笠岡市告示第８４号）第１条に規定する笠岡市広告

審査委員会に諮るものとする。 

（その他） 

第８条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

広報かさおか広告掲載申込書 

 

　　年　　月　　日 

　笠　岡　市　長　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　申込者　住　　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ Ａ  Ｘ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名 

 

　笠岡市発行の広報かさおかに広告を掲載したいので，広報かさおか広告掲載取扱要綱第

５条の規定により版下を添えて次のとおり申し込みます。 

 

１　広告の内容 

　　　自社広告・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

２　広告の種類，大きさ，掲載料及び掲載希望月 

 

 

 

 

 

 

 種類 大きさ 掲載料 掲載希望月

 １号広告（裏表紙） 縦4.9㎝×横17.3㎝ ６０，０００円

 １号広告（上記以

外）

縦4.9㎝×横17.3㎝ ３０，０００円

 ２号広告 縦4.9㎝×横11.4㎝ ２０，０００円

 ３号広告 縦4.9㎝×横8.5㎝ １５，０００円

 ４号広告 縦4.9㎝×横5.6㎝ １０，０００円
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様式第２号（第７条関係） 

 

広報かさおか広告掲載決定通知書 

 

　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　笠岡市長　 

 

 

　　　年　　月　　日付けで申込みのあった広報かさおかへの広告掲載については，次の

とおり決定しましたので広報かさおか広告掲載取扱要綱第７条の規定により通知します。 

 

１　広告の内容 

　　　自社広告・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

２　広告の種類，大きさ，掲載料及び掲載月 

 

３　合計広告掲載料 

　　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

 

 

 

 種類 大きさ 掲載料 掲載月

 １号広告（裏表紙） 縦4.9㎝×横17.3㎝ ６０，０００円

 １号広告（上記以

外）

縦4.9㎝×横17.3㎝ ３０，０００円

 ２号広告 縦4.9㎝×横11.4㎝ ２０，０００円

 ３号広告 縦4.9㎝×横8.5㎝ １５，０００円

 ４号広告 縦4.9㎝×横5.6㎝ １０，０００円
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様式第３号（第７条関係） 

 

広報かさおか広告掲載不承認通知書 

 

　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　　　　　殿 

 

笠岡市長　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　年　　月　　日付けで申込みのあった広報かさおかへの広告掲載については，次の

理由により承認できませんので広報かさおか広告掲載取扱要綱第７条の規定により通知し

ます。 

 

１　広告の内容 

　　　自社広告・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

２　広告の種類，大きさ，掲載料及び希望月 

 

３　不承認とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 種類 大きさ 掲載料 掲載希望月

 １号広告（裏表紙） 縦4.9㎝×横17.3㎝ ６０，０００円

 １号広告（上記以

外）

縦4.9㎝×横17.3㎝ ３０，０００円

 ２号広告 縦4.9㎝×横11.4㎝ ２０，０００円

 ３号広告 縦4.9㎝×横8.5㎝ １５，０００円

 ４号広告 縦4.9㎝×横5.6㎝ １０，０００円
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  　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は，令和８年６月１日から施行する。 

　（準備行為） 

２　この要綱による改正後の広報かさおか広告掲載取扱要綱の規定に基づく広告の申込

み，審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は，この要綱の施行前においても行う

ことができる。 


